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スタッフの皆さんへ再度ご協力のお願い 

 

令和 3年 4月 26日に茨城県知事会見により、土浦市も「感染拡大市町村」の指定が発表されました。 

当法人では、今までも十分な対策を打って来ましたので大きな変更はありませんが、茨城県の号令に併

せ、今一度、令和３年４月１日付で発出した内容を正確に把握して頂き、新型コロナウイルスに「かからない」

「入れない」「広げない」対策の徹底を宜しくお願い申し上げます。尚、同居するご家族があるスタッフの皆さ

んにおかれましては、ご家族にも極力ご協力をお願い頂けますよう重ねて宜しくお願い申し上げます。 

 

新型コロナウイルス感染症を「正しく怖がる」  

飛沫、接触による感染であること  

３密の回避を再度徹底すること  

感染リスクが高まる「５つの場面」を頭に入れて行動  

※別紙：新型コロナウイルス感染症の“いま”についての 10 の知識 等を参照  

スタッフ自らが「感染しているつもりで」行動する  

手洗い、うがい、手指消毒、マスク着用、人との距離  

少しでも体調がすぐれない場合は休み、通院をする  

同居する家族などが体調不良の場合も仕事を休む  

 

【職場で注意すること】  

●ウイルスの飛散を抑えるため、室内の乾燥に気を付ける  

●複数名、同一空間での休憩時のマスク着用、大人数で休憩をしない  

●複数名でタバコを吸う際には、互いに手を広げた程度の距離を取る  

●マスクは正しく着用！（鼻にもマスクをかけることを徹底）  

●食事を摂る際は、会話をしない、会話をする時はマスクを着用する  

●通院、送迎時にはエアコンを活用し、車内温度を管理し、少し窓を開けて走行する  

●３０分に１回の換気（５分程度）を徹底、もしくは常時少し窓を開けておく  

換気による室温低下、室温上昇に注意（室温管理の徹底）  

●気温が上昇する季節はエアコンを使い、脱水への対策も同時に実施  

 

【自宅・プライベートに関すること】  

●スタッフのプライベート外出等判断基準のステージは、茨城県の対策ステージに合わせ、今まで取ってき

た対策を維持する  

●同居する家族がいる場合には、法人の感染防止対策へ出来るだけご理解頂けるようにお願いする 


